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第４補給処公示第３９号 

令 和 ８ 年 ３ 月 ９ 日 

 

 

 

分任支出負担行為担当官 

航空自衛隊第４補給処調達部長 

          宇賀 靖展 

 

 

契約条項の一部改正について 

 

１ Ⅱ 特約条項４２「特定秘密の保護に関する特約条項」の一部を次のとおり改めまし

た。 

         旧         新 

（乙の秘密保全規則の変更の際の許可等） 

第３条 乙は、○○（防衛省本省における

適合事業者の審査を実施した者）の審査

を受けた令第１３条に規定する規程（以

下「秘密保全規則」という。）並びに特定

秘密の保護に関する業務を管理する者

（以下「業務管理者」という。）、特定秘密

の保護に関する教育の内容及び特定秘密

の保護のために必要な施設設備（以下「施

設設備」という。）の状況に変更がある場

合には、あらかじめ、変更に関する資料を

審査を実施した者に提出し、その承認を

得なければならない。 

２  乙は、毎年、○○（防衛省本省におけ

る適合事業者の審査を実施した者）が指

示する時期に、令第１３条に従って講じ

た措置の内容を、報告しなければならな

い。 

（乙の秘密保全規則の変更の際の許可等） 

第３条 乙は、航空幕僚長の審査を受けた

令第１３条に規定する規程（以下「秘密保

全規則」という。）並びに特定秘密の保護

に関する業務を管理する者（以下「業務管

理者」という。）、特定秘密の保護に関す

る教育の内容及び特定秘密の保護のため

に必要な施設設備（以下「施設設備」とい

う。）の状況に変更がある場合には、あら

かじめ、変更に関する資料を審査を実施

した者に提出し、その承認を得なければ

ならない。 

 

２  乙は、毎年、航空幕僚長が指示する時

期に、令第１３条に従って講じた措置の

内容を、報告しなければならない。 

 

 

２ Ⅱ 特約条項４３「適正評価に関する特約条項」の一部を次のとおり改めました。 

         旧         新 

（事後の事情の変化に関する報告） 

第６条 乙は、過去５年以内に適性評価の

結果適性があると認められた従業者であ

って、現に特定秘密を取り扱っている者

又は新たに特定秘密を取り扱わせようと

している者について、教育等を通じて「特

定秘密の保護に関する誓約書」に基づく 

（事後の事情の変化に関する報告） 

第６条 乙は、過去５年以内に適性評価の

結果適性があると認められた従業者であ

って、現に特定秘密を取り扱っている者

又は新たに特定秘密を取り扱わせようと

している者について、教育等を通じて「特

定秘密の保護に関する誓約書」に基づく 



２」 

 申出を徹底させるととも

に、面談等の機会を活用

し、次に掲げる事情が職務

の内外を問わず生じてい

ないかどうかの確認を行

い、状況の変化の継続的な

把握に努めなければなら

ない。 

 ⑴～⑼［略］ 

 申出を徹底させるととも

に、面談等の機会を活用

し、次に掲げる事情が職務

の内外を問わず生じてい

ないかどうかの確認を年

１回以上行い、状況の変化

の継続的な把握に努めな

ければならない。 

 ⑴～⑼［略］ 

 

 

本特約条項等は、令和８年４月１日以降の該当契約に適用されます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


